
規

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
表
二
十
八
の
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

               

別
記
様
式
第
四
号
（
一
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
（
一
の
二
）
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三
）

の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三
の
二
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三
の
三
）
、
別
記

様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
五
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号

（
五
の
二
）
、
別
記
様
式
第
四
号
（
六
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
八
）
の
注
意
１
、
別

記
様
式
第
四
号
の
五
（
一
）
の
備
考
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
の
備
考
、
別
記
様
式
第
四

号
の
五
（
二
の
三
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
の
二
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第

四
号
の
五
（
五
）
の
備
考
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
号

（
一
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）

の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
の
二
）
の
備
考

２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
）
の
備
考
２
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
の
備
考
２
中

「
特
例
基
準
割
合
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
」
に
改
め
る
。 

二
十
八
の
九 

二
十
八
の
八 

二
十
八
の
七 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
承
認
取
消
通
知
書
（
法
第
五
十
三
条
第
五
十
六
項
及

び
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
七
項
の
通
知
書
） 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
承
認
（
申
請
却
下
）
通
知
書
（
法
第
五
十
三
条
第
五

十
三
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
四
項
の
通

知
書
） 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例 

 

の 
 

 
 

 
 

 
 

（
法
第
五
十
三
条
第
五
十
一
項 

 

及
び
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
の
申
請
書
並

び
に
法
第
五
十
三
条
第
五
十
七
項
及
び
第
七
十
二
条
の

三
十
二
の
二
第
八
項
の
届
出
書
） 

別
記
様
式
第
二

十
八
号
の
九 

 

別
記
様
式
第
二

十
八
号
の
八 

 

別
記
様
式
第
二

十
八
号
の
七 

 

特
例
基
準
割
合

 
延
滞
金
特
例
基
準
割
合

 

申

請

書 

取
り
や
め
の
届
出
書 

 



道
府

県
民

額
の

特
定

寄
附

金
税

額
控

除
額

 

  

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
中
「
納
税
通
知
書
」
を
「
通
知 

 

書
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
（
一
）
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様

式
を
加
え
る
。 

 

道
府

県
民

税
額

の
特

定
寄

附
金

税
額

控
除

額
 

」 

「 

」 
道

府
県

民
税

の
特

定
寄

附
金

税
額

控
除

額
 

 

納
税
通
知
書

 

書
 

 

通
知

 

「 



別記様式第二十七号の七（二） 

 所在地 

 

 法人名 

                           様 

 代表者氏名 

 

 法人の県民税・法人の事業税・特別法人事業税の
更正
決定

  

 法人の事業税・特別法人事業税の
過少申告
不 申 告

重
加算金決定

通知書（納額告知書）
 
 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり通知します。 

 なお、不足税額、加算金及び延滞金を指定納期限までに納付してください。 

 年  月  日  

 

 

 

 

 

埼玉県    県税事務所長 □印   

 県 税   納税番号   

 
事 業 年 度 

年  月  日 から 

 年  月  日 まで 

 申 告 基 準 日 年  月  日 

 申 告 納 付 

期 限 

県 民 税 年  月  日 

 事 業 税 年  月  日 

 確 定 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

 修 正 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

事         業         税  県    民    税 

摘           要 課税標準 税  率 税  額  （ 使 途 秘 匿 金 税 額 等 ） 

 
（   円） 

第

一

号

に

掲

げ

る

事

業 

法

第

七

十

二

条

の

二

第

一

項 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額 円    法 人 税 法 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 法 人 税 額 円 

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額  ／100 円  試 験 研 究 費 の 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額  

年 4 0 0 万 円 を 超 え 年 8 0 0 万 円 以 下 の 
金 額 又 は 年 4 0 0 万 円 を 超 え る 金 額 

 ／100   還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額  

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  ／100   退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額  

計     課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額          ア  

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額  ／100   ２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にお
ける課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額

        イ 
 

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額      

付 加 価 値 額  ／100   法  人  税  割  額            ア又はイ ×
 
  
100

  

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額     
道 府 県 民 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額 

 

資 本 金 等 の 額  ／100    

に

掲

げ

る

事

業 

二
第
一
項
第
二
号 

法
第
七
十
二
条
の 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額     外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額  

収 入 金 額  ／100   仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

 

 



第

三

号

に

掲

げ

る

事

業 

法

第

七

十

二

条

の

二

第

一

項 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額    

 

差 引 法 人 税 割 額  

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法 人 税 割 額  

所 得 金 額  ／100  
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

過 不 足 法 人 税 割 額  

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額    
均

等

割

額 

算 定 期 間 中 に お い て 事 務 所 等 を 有 し て い た 月 数  ウ 月 

均  等  割  額              円 ×
ウ
 
12

  

付 加 価 値 額  ／100  
既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 均 等 割 額  

過 不 足 均 等 割 額  

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額    
過 不 足 県 民 税 額  

減 少 す る 法 人 税 割 額 の う ち 仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 の 更 正 に 伴 い 繰 越 控 除 さ れ る 税 額  

資 本 金 等 の 額  ／100  
減 少 す る 法 人 税 割 額 の う ち 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 更 正 に 伴 い 繰 越 控 除 さ れ る 税 額  

分

割

基

準 

 
事 業 税 県 民 税 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額    
従業者の数・固定資産の価額 

事務所又は事業所の数、発電用固定資産の

価額、軌道の延長キロメートル数  従 業 者 の 数 

本 県    

収 入 金 額  ／100  総 数    

合 計 事 業 税 額   仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額  

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額   差 引 特 別 法 人 事 業 税 額  

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 特 別 法 人 事 業 税 額  

差 引 事 業 税 額   租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額  

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 事 業 税 額   差 引 過 不 足 特 別 法 人 事 業 税 額  

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額   減少する特別法人事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額  

差 引 過 不 足 事 業 税 額   減少する特別法人事業税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額  

減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額   過 少 （ 不 ） 申 告 加 算 金  

減 少 す る 事 業 税 額 の う ち 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 更 正 に 伴 い 繰 越 控 除 さ れ る 税 額   重 加 算 金  

特   別   法   人   事   業   税  延 滞 金 の 控 除 期 間 対 象 外 税 額 

摘             要 課税標準 税  率 税  額  県民税 全部適用・一部適用   年 月 日から  年 月 日まで  

法 第 ７ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業 の 所 得 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額 円 ／100 円  事業税 

特別税 
全部適用・一部適用   年 月 日から  年 月 日まで  

法 第 ７ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業 の 収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額  ／100   

法 第 ７ ２ 条 の ２ 第 1 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業 の 収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額  ／100   指 定 納 期 限 年  月  日 

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額   更正、決定又は加算金決定の理由  

  注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審査請求書（正副２通）はなるべく県税事務所を経由 
    して提出してください。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。 
     なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により 
    生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 



 

別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
六
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 



別記様式第二十八号の七 

 

 
納 税 番 号 

 

 

    年  月  日 

 

（宛先） 

埼玉県   県税事務所長 

（フリガナ）  

本店所在地 
〒 

     電話  （  ） 

県内における
主たる事務所 
等 の 所 在 地 

〒 

     電話  （  ） 

（フリガナ）  

法人名 
 

法人番号  

（フリガナ）  

代表者氏名             
 
 

                   の規定に該当することになつたので、 

ｅＬＴＡＸによる申告が困難である場合の特例を申請します。 

申

請

内

容 

特例の適用を受けることが
必 要 と な つ た 事 情 

 

特 例 の 指 定 を 受 け 
よ う と す る 期 間     年  月  日から  年  月  日まで  

電気通信回線の故障、災害そ
の他の理由によりｅＬＴＡＸ
を使用することが困難である
事 情 が 生 じ た 日 

    年  月  日 

添付書類 
□電気通信回線の故障、災害その他の理由によりｅＬＴＡＸを使用
することが困難であることを明らかにする書類 

 
 

   の規定により、ｅＬＴＡＸによる申告が

困難である場合の特例の適用をやめますので届け出ます。 

届

出

内

容 

特例の承認を受けた日又
はその承認があつたもの
と み な さ れ た 日 

    年  月  日 

特例の適用を受けること
をやめようとする理由 

 

 

そ の 他 の 参 考 事 項 
 

 
備考 ｅＬＴＡＸとは、地方税法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用

電子情報処理組織をいう。 
  

 受 付 印 

申 請 書 
取りやめの届出書 ｅＬＴＡＸによる申告が困難である場合の特例の 

 地方税法第５３条第５０項前段 
 地方税法第７２条の３２の２第１項前段 

 地方税法第５３条第５７項 
 地方税法第７２条の３２の２第８項 



別記様式第二十八号の八 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 ｅＬＴＡＸとは、地方税法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用

電子情報処理組織をいう。 

 注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受 

   け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求を 

   することができます。審査請求は、書面で正副２通をなるべく県税事務所を 

   経由して提出することにより行つてください。処分の取消しの訴えは、当該 

   審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼 

   玉県を被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起すること 

   ができます。 

    なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でな

ければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつ 

   日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の

続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その 

   裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

ｅＬＴＡＸによる申告が困難である場合の特例の承認（申請却下）通知書 

 

年  月  日  

 （納税者） 

 所在地 

 法人名 

 代表者氏名       様 

 

 

埼玉県   県税事務所長    

 

     年  月  日付けで提出されたｅＬＴＡＸによる申告が困難であ 

る場合の特例の申請については、地方税法
   第５３条第  項   

第７２条の３２の２第 項  
の規

定により 
承認

却下
 したので、通知します。 

特 例 適 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

却 下 の 理 由  

 

た 

 印  

他

決 



別記様式第二十八号の九 

ｅＬＴＡＸによる申告が困難である場合の特例の承認取消通知書 

 

年  月  日  

 （納税者） 

 所在地 

 法人名 

 代表者氏名       様 

  
埼玉県   県税事務所長  

   

     年  月  日付けで承認したｅＬＴＡＸによる申告が困難で

ある場合の特例の承認については、地方税法 
第５３条第５５項

第７２条の３２の２第６項
 

の規定により取り消したので、通知します。 

  これにより、     年  月  日の翌日以後の申告について、特

例の適用はありません。  

取 消 し の 理 由 

 

 備考 ｅＬＴＡＸとは、地方税法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用

電子情報処理組織をいう。 

 注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受 

   け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求を 

   することができます。審査請求は、書面で正副２通をなるべく県税事務所を 

   経由して提出することにより行つてください。処分の取消しの訴えは、当該 

   審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼 

   玉県を被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起すること 

   ができます。 

    なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でな

ければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつ 

   日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の

続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その 

   裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分取

消しの訴えを提起することができます。 

 印  

た 

他 



 

別
記
様
式
第
四
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 



別記様式第四十七号 

ゴルフ場利用税非課税申出書                

 

年  月  日 

 

 （宛先） 

 埼 玉 県    税 事 務 所 長 

 ゴルフ場利用税特別徴収義務者 様 

 

              住  所                   

              氏  名           会員・非会員  

              生年月日      年  月  日（  歳） 

 

  地方税法第７５条の２若しくは第７５条の３又は附則第１２条の２の規定に該

当することを申し出ます。 

 

 １ 非課税要件  ア １８歳未満 イ ７０歳以上 ウ 障害者 エ 国民体育大会 

オ 学生等 カ 国際競技大会 

 ２ 利用年月日      年  月  日 

 ３ 証 明 書 類       ア 運転免許証 イ 旅券 ウ 個人番号カード 

エ 健康保険の被保険者証 オ 障害者手帳等 

 カ 証明書（発行元                    ） 

          キ その他（                       ） 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
四
号
（
一
）
の
備
考
２
、

別
記
様
式
第
四
号
（
一
の
二
）
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三

の
二
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
三
の
三
）
、
別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
の
注
意

１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
五
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
（
五
の
二
）
、
別
記
様
式
第
四

号
（
六
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
（
八
）
の
注
意
１
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
一
）

の
備
考
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
の
備
考
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
三
）
の
備

考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
の
二
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
）
の
備

考
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
の
備
考
２
、

別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）
の
備
考
２
、
別
記

様
式
第
十
四
号
（
二
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
の
二
）
の
備
考
２
、
別
記
様
式

第
十
四
号
（
三
）
の
備
考
２
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
の
備
考
２
の
改
正
規
定
は
、

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


